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大剣連第１57 号 

令和８年５月２７日 

城南ブロック剣道連盟会長 各位 

大田区剣道連盟 

会長  大岡 澄夫 

 

「城南ブロック剣道講習会」の開催について 

 

 「城南ブロック剣道講習会」を下記のとおり開催いたしますので、ご案内いたします。 

 

記 

 

 １．主  催  一般財団法人 東京都剣道連盟 

 

 ２．主  管  城南ブロック剣道連盟（担当：大田区剣道連盟） 

 

 ３．日  時  令和８年６月２８日（日） ９時受付開始 ９時３０分開講式 

          ※開講式までに着替えて集合してください 

 

 ４．会  場  日本体育大学荏原高等学校 

          〒146-8588 東京都大田区池上８丁目２６－１ 

          東急多摩川線・矢口渡駅下車 ⇒ 徒歩７分 

          東急池上線・池上駅下車 ⇒ 徒歩１５分 

          蒲田駅 ～ 田園調布駅【蒲12】 五反田駅 ～ 川崎駅ラゾーナ広場【反01】 

          ⇒ 「池上八丁目」下車 徒歩３分 

          蒲田駅 ～ 大井町駅【井09】 ⇒ 「池上六丁目」下車 徒歩５分 

 

 ５．講  師  指導法  教士八段 佐藤二郎 先生 

         審判法  教士八段 坂田敏郎 先生 

         剣道形  教士八段 松脇伸介 先生 

         補 助  教士八段 小関太郎 先生 

 

 ６．受講資格  東京都剣道連盟の会員であり、(1)剣道四段以上の指導者、(2)称号受審予定者、 

         (3)登録審査員、審査員、登録審判員 

 

 ７．参加人数  各区の参加人数は３０名以内とします。 

         なお、城南ブロック以外の連盟からの参加者の上限は、計３０名とします。 

 

 ８．講習内容 ※都合により、時間が更される場合があります 

時  間 内  容 

 9:30～ 9:40 開講式 

 9:40～12:00 日本剣道形 

12:00～12:40 昼 食 

12:40～14:40 審判法（実技） 

14:40～14:50 休 憩 

14:50～16:00 指導法・実技（木刀による剣道基本技稽古法を含む） 

16:00～16:30 合同稽古（希望者のみ参加） 



２ 

 

 ９．受 講 料  ３，５００円（保険料、昼食代を含む） 

 

１０．携 行 品  剣道具、木刀（大・小）、シールド又は面マスク、講習会資料、講習手帳、 

        日本剣道形解説書、剣道試合・審判規則、木刀による基本技稽古法、筆記用具 等 

 

１１．試合要員   審判実技の際の試合要員を各区１０名指名していただき、「申込者名簿」の該当欄

に「○」印を付してください。 

 

１２．資料等の斡旋 

         以下の資料等の購入希望者は、「申込者名簿」の該当欄に「注文数」を記入してくだ

さい。 

         なお、代金は受講料と合わせて納入してください。 

         (1)講習会資料（500円） 

         (2)講習手帳（200円） 

         (3)日本剣道形解説書（200円） 

         (4)剣道試合・審判規則（400円） 

         (5)剣道試合・審判・要領の手引き（200円） 

         (6)木刀による剣道基本技稽古法（500円） 

 

１３．申込方法   令和８年６月１７日（水）までに、各団体において、「申込者名簿」「受講料・資料

代」を取りまとめていただき、「申込者名簿」を大田区剣道連盟事務局宛にメールで送

付するとともに、「受講料・資料代」を「送金先」に送金していただくようにお願いし

ます。 

         なお、申し込み後の返金は行いません。 

        【申込先・問合せ先】大田区剣道連盟事務局・・・川名 賢充方 

                   〒145-0062 東京都大田区北千束２－２６－８ 

                   Tel／Fax：03-5726-8142 携帯電話：080-8421-4370 

                   メールアドレス：kendo-ota@galaxy.ocn.ne.jp 

        【送金先】大田区剣道連盟 会計 石川元洋宛 

             城南信用金庫 入新井支店（店番：005） 普通預金（科目：1） 

             口座番号：450538 

 

１４．留意事項  講習会当日、次の条件に該当した場合は、参加できませんので留意してください。 

         (1)発熱、咳、咽頭通などの症状がある場合 

         (2)同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

         (3)過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、

地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

 

１５．そ の 他 

         (1)受講者および各区役員の昼食は事務局で用意いたします。 

         (2)講習会場の駐車場は使用できませんので、会場付近の有料駐車場（パーキング）

をご利用ください。ただし、商業施設の駐車場は絶対に利用しないでください。 

         (3)講習当日は、各区より受付担当１名を派遣していただくようにお願いいたしま

す。 

          ※午前８時４５分までにご集合ください。 

 

 



３ 

 

以 上 


